
令和 2 年 4 月 9 日 

保護者の皆様 

社会福祉法人 歩育の会 

 

 

緊急事態宣言の発出に伴う保育所の対応について 

  

先日からの保育園からのお願いや登園予定表の提出など、皆様にはご理解とご協力をいただ

き、心より感謝申し上げます。 

緊急事態宣言の発出に伴い、横浜市より通達がありましたのでお知らせいたします。 

横浜市より保護者の方への配布物があります。 

 

①「緊急事態宣言の発出に伴う保育所等の利用について」 

 

②「緊急事態宣言発令中の保育意向確認カード」 

 

 

保育園での対応  

○ 保育所の原則開園  

※家庭での保育が可能な場合においては登園を控えるようお願いします。 

○ 園児の預かりについて  

    「緊急事態宣言発令中の保育意向確認カード」の提出をお願いします。 

  提出日 4 月 13 日(月)朝 まで  

○ 給食について 別紙 「緊急事態宣言の発出に伴う保育所等の利用について」をご確認

ください。給食費の取り扱いについては、食材等の発注状況などもあり、法人・園内で

検討中です。後日改めてお知らせいたします。 

○ 延長保育について 歩育の会のすべての園で延長保育を行わないこととしました。 

実施しない期間【令和 2 年 4 月 13 日～5 月 6 日】の延長保育料は徴収しません。 

4 月分は利用日数によって計算します。なお、5 月分の延長保育サービスの申請をキャン

セルされる方は申し出てください。 

 

引き続き 

登園の際は、下記のご協力をお願いします。 

○ マスクの着用 

○ アルコール消毒・手洗い 

○ 検温  

 

今後も様々な対応をお願いすることになると思いますが、どうぞよろしくお願い致します。 






